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参考資料 

  浦安市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則（令和４年教委規則第５号）の一部を改正する規則 

 （下線の部分が改正部分） 

改    正    後 改    正    前 

（学校給食費の額） 

第６条 省 略 

２～５ 省 略 

６ 教育委員会は、前項の規定により変更した学校給食費の額を学校給食費負

担者に通知するものとする。ただし、児童又は生徒の保護者に係るものにつ

いては、通知を省略することができるものとする。 

 

 

 

（学校給食費の額） 

第６条 同 左 

２～５ 同 左 

６ 教育委員会は、前項の規定により変更した学校給食費の額を学校給食費負

担者に通知するものとする。 
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 （下線の部分が改正部分） 

改    正    後 改    正    前 

  

別表第１（第６条第１項） 

学校 区分 学校給食費の額 

（月額） 

小学校 通常の学校給食・アレルギー対応の学校給食 5,310円 

牛乳を供給しない学校給食 4,270円 

牛乳のみの学校給食 1,040円 

第１学年の４月に実施

する学校給食 

通常の学校給食・アレルギ

ー対応の学校給食 

3,710円 

牛乳を供給しない学校給食 2,970円 

牛乳のみの学校給食 740円 

中学校 通常の学校給食・アレルギー対応の学校給食 6,220円 

牛乳を供給しない学校給食 5,180円 

牛乳のみの学校給食 1,040円 

第３学年の３月に実施

する学校給食 

通常の学校給食・アレルギ

ー対応の学校給食 

4,370円 

牛乳を供給しない学校給食 3,630円 

別表第１（第６条第１項） 

学校 区分 学校給食費の額 

（月額） 

同 左 同 左 5,150円 

同 左 4,110円 

同 左 1,040円 

同 左 

 

同 左 

 

3,650円 

同 左 2,910円 

同 左 740円 

同 左 同 左 6,000円 

同 左 4,960円 

同 左 1,040円 

同 左 同 左 

 

4,250円 

同 左 3,510円 
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 （下線の部分が改正部分） 

改    正    後 改    正    前 

  

牛乳のみの学校給食 740円 

 

別表第２（第６条第２項） 

学校 区分 学校給食費の額 

（日額） 

小学校 通常の学校給食・アレルギー対応の学校給食 320円 

牛乳を供給しない学校給食 260円 

中学校 通常の学校給食・アレルギー対応の学校給食 370円 

牛乳を供給しない学校給食 310円 

 

附 則 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

同 左 740円 

 

別表第２（第６条第２項） 

学校 区分 学校給食費の額 

（日額） 

同 左 同 左 300円 

同 左 240円 

同 左 同 左 350円 

同 左 290円 

 

 

 


